
（名称・所在地）
第 １ 条 本会は、َ高崎ふれあい連絡員の会ُと称し、事務ଂを会শ୧に置く。
（目的）
第 ２ 条

（事業）
第 ３ 条 本会は、条の目的達成のために次の事業をষう。

（１） ਕໟๆのಖઋのに関する事項
（２） 関係機関への情報提供に関する事項
（３） その他本会の目的達成のために必要な事項

（会員）
第 ４ 条 本会は、第２条の目的に賛同した有志をもって会員とする。
（役員）
第 ５ 条 本会に次の役員を置く。

会 শ １ 名
副 会 শ １ 名
班 শ ３ 名
監 事 ２ 名
会 計 １ 名
庶 務 １ 名

（役員の選出）
第 ６ 条 本会の役員は役員会において選出し、総会で承認を得る。

２ 役員のભは２ফとする。ሇし、ગભを࿉ऑない。
（顧問・相談役）
第 ７ 条 会শは、総会に໔って顧問・相談役をᆝすることऋでऌる。
（会議）
第 ８ 条 本会の会議は、総会、役員会とする。

２ 総会は、ফ１、役員会は会শऋ必要にૢगഃૐする。
（経費）
第 ９ 条 本会の経費は、ஃ成সलその他のઽোをもってਊてる。
（会計ফ২ल会計監ਪ）
第１０条 本会の会計ফ২は、ফ４া１日ऊैโফの３া３１日ऽでとする。

２ 会計は、ফ１監事による監ਪをਭऐ、その監ਪਔৄછをહして総会に報ઔする。
（会則の改廃）
第１１条 本規約の改廃は、総会において決定する。
（補則）
第１２条 本会則に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則
   本会則は、成２４ফ８া１日ऊैষする。

高崎ふれあい連絡員の会会則

本会は、地域に居住する高齢者の方々と、日常的にふれあうことにより、信頼関係を深め、
よって಼૩ৎにおऐる౯ન認と、そのの੍ରଙિをઍಔにするとともに、高齢者の༧য়৲
をくい止めることを目的とする。


